
身情審答申第 1 号 
平成 19 年 9 月 6 日 

 
 身延町長 依 田 光 弥 様 
 

身延町情報公開審査会     
会 長   深 澤  徹   

（印省略） 
 

情報の非開示決定に対する異議申立ての審査について（答申） 
 
 
 平成１９年７月２０日付けで諮問のあったことについて、別紙のとおり答申します。 



諮問実施機関：身延町長 
諮 問 日：平成１９年７月２０日 
答 申 日：平成１９年９月 ６日 
諮 問 件 名：身延町との訴訟に係る訴状・答弁書一式の非開示決定に関する件 

 
答 申 

 
１ 諮問された事項 
  身延町情報公開条例（以下「条例」という。）第４条に基づき、平成１９年５月７

日に異議申立人から「法定外公共物使用不許可取消訴訟事件の訴状・答弁書一式（以

下「本件情報」という。）」についての情報開示請求（以下「本件開示請求」という。）

がなされ、同年５月１１日に身延町長（以下「実施機関」という。）は、本件開示請

求に対し、非開示とする決定（以下「本件決定」という。）を行った。 

  これに対して請求人である異議申立人（以下「申立人」という。）により同年６月

２７日に実施機関に対して、異議申立て（以下「本件異議申立て）が行われた。 

  本件異議申立てについて、実施機関より意見を求められたので、以下のとおり答申

する。 
 
２ 審査会の結論 
  身延町との訴訟に係る訴状・答弁書一式を非開示とした決定は、妥当である。 

 

３ 申立人の主張 

  申立人が、異議申立書および意見書で主張している本件異議申立ての概略は次のと

おりである。 
 ⑴ 本件決定は、条例１条の趣旨に反している。 
 ⑵ 本件情報を条例５条６号イに該当するものとしたことについて、当事者間におい

て本件情報は共有されており、原告に友好的な関係者であれば容易に入手すること

が可能であり、また、甲府地方裁判所で第三者でも閲覧することができるため、本

件情報を開示することで事務遂行に支障をきたすとは考えにくい。 
 ⑶ この訴訟について、多くの町民が関心を持って見守っている。 
 ⑷ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律において行政文書の開示義務を規

定する５条１項ロに該当する情報であること。 
  上記理由により、本件処分は条例の解釈・運用を誤ったものであり、処分の取り消

しを求める。 
 
４ 実施機関の主張 
  実施機関が行った本件決定および審査会に対する理由説明書において主張してい



る内容の概略は次のとおりである。 
 ⑴ 身延町情報公開条例（以下「条例」という。）の趣旨を踏まえたうえで、開示ま

たは非開示とするべきなのかの判断を行っている。また、それによって起こり得る

利害関係人の利益が損なわれないように考慮したうえで判断するべきものである。 
 ⑵ 本件開示請求は、現在係争中のものであり、町は被告でありながら行政として中

立公平の立場で原告の権利、財産までも保護しなければならない。また、本件情報

は裁判所による判決がされたものではなく、未成熟な情報であり、本件情報を開示

した場合、現在進行している審理と異なった判断が行われる事が想定され、さまざ

まな解釈や憶測などにより、無用な混乱を招く可能性がある。 
   また、当該裁判所において何人にも訴訟記録の閲覧が保障されているところであ

るが、第三者に対して謄写までを認めているものではない。この点からも、係争中

の本件情報を当事者以外の第三者に情報開示し、謄写を認めることは好ましいこと

ではないと考える。 
 ⑶ 住民がこの裁判に対して関心を寄せていることは十分理解しており、それだけに

慎重に行動している。 
 ⑷ 申立人は、国の法律に基づいて主張しているため、判断の根拠にはならない。条

例の規定によって判断を行うものである。 
  上記理由により、本件情報は条例５条６号イに該当するものであり、申立人の主張

する「条例の解釈・運用を誤ったもの」ではない。 
 
５ 審査会の判断 
 ⑴ 審議の経過 
   審査会は、本件異議申立てについて以下のように審議した。 
   

年 月 日 審議経過 

平成１９年７月２０日 諮問 
平成１９年７月２６日 第１回審議 
平成１９年８月 ８日 実施機関から理由説明書収受 
平成１９年８月２８日 第２回審議 
平成１９年９月 ６日 第３回審議 

 
 ⑵ 審査会の判断 
  ア 本件情報の条例５条６号イ該当性について（３申立人の主張⑵、４実施機関の

主張⑵） 
    実施機関は、本件開示請求は、現在係争中のものであり、町は被告でありなが

ら行政として中立公平の立場で原告の権利、財産までも保護しなければならない。

また、本件情報は裁判所による判決がされたものではなく、未成熟な情報であり、



本件情報を開示した場合、現在進行している審理と異なった判断が行われる事が

想定され、さまざまな解釈や憶測などにより、無用な混乱を招く可能性があると

して、条例５条６号イに該当するものであると主張する。 
    条例５条６号は、「町の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若し

くは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすること

により、次に掲げるおそれのほか当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」を非開示情報として規定し、そ

のイに「契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共

団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害

するおそれ」として特に例示している。 

    実施機関が同号イに該当するとした本件情報は、実施機関が所有する通称「赤

線青線」の使用について係争中の訴訟事件（以下「本訴訟」という。）であり、

「町の財産上の利益」に該当する。また、実施機関は本訴訟の被告であり当事者

である。本訴訟の関係情報は、すべて本訴訟上の攻撃防御として影響し、原告の

個人情報や営業上の秘密等該当事項についても、被告でありながら擁護していか

ねばならない立場にあり「当事者としての地位を不当に害するおそれ」に該当す

る。また、本件情報は、作成された意図、訴訟上の請求の趣旨および原因ならび

に争点との論理的関係を理解した上でなければ、その趣旨を正確に理解すること

はできず、そのままこれを公開するとき、相手方当事者以外の第三者（住民等）

においてさまざまな解釈や憶測などにより、無用な混乱を招く可能性があり、実

施機関の訴訟遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

  イ 民事訴訟法第９１条による閲覧制度と情報公開制度の関係について（３申立人

の主張⑵、４実施機関の主張⑵） 
    申立人は、本件情報は「甲府地方裁判所で第三者でも閲覧することができるた

め、本件情報を開示することで事務遂行に支障をきたすとは考えにくい。」と主

張する。 
    民事訴訟法９１条３項にいう訴訟記録の謄写等の請求は、申立人も主張すると

おり、「当事者および利害関係を疎明した第三者」のみ認められているものであ

る。これに対して、同法９１条１項は、「何人」に対しても、訴訟記録の閲覧の

請求を認めている。しかしながら、同法第９２条が当事者の申立てによる私生活

及び営業の秘密の保護のための閲覧等の制限を定めているとおり、同法第９１条

による閲覧は無制限ではなく、実際に閲覧が認められているかどうかは、当事者

および裁判所の判断に委ねられている。 
    民事訴訟法による裁判の公開主義においても、個人情報や法人等情報の保護が

認められているのであり、実施機関は裁判所とは別に、その独自の制度と判断に

基づき、情報公開制度を運用することができる。また、個人情報や法人等情報に

該当しない訴訟記録については、民事訴訟法ではその閲覧について特段の制限が



ないが、民事訴訟法による閲覧請求制度と情報公開制度がそれぞれ独自の見地か

ら制定されたものである以上、あらゆる場面において当該訴訟記録をすでに公開

されたものとみなすことができないのであるから、条例５条６号イに該当すると

した実施機関の判断は条例の解釈・運用を誤ったものではない。 
  ⑶ 申立人の主張について 
   ア 申立人は、本件決定は、条例１条の趣旨に反していると主張する。（３申立

人の主張⑴） 
     条例 1 条は、条例の目的を明らかにし、条例の解釈の指針となるものである。

実施機関は、非開示情報を除いて開示しなければならない義務を負うが、一定

の合理的な理由（５条各号）に基づき非開示とする場合は、本条の趣旨の例外

となるため、条例１条の趣旨に反しているとの主張は認められない。 
   イ 申立人は、本件情報は当該裁判所において第三者でも閲覧することができる

ことを理由に、本件情報を開示すべきであると主張する。（３申立人の主張⑵） 
     しかしながら、一定の要件の下に認められる訴訟記録の閲覧は、裁判の公正

と司法権に対する国民の信頼を確保する要請に基づくものであるが、条例に基

づく情報公開制度とは趣旨・目的を異にするものであるから、訴訟記録の閲覧

制度を理由にして、本件情報が公にされるべきものとの主張は認められない。 
   ウ なお、申立人のその余の主張については、条例の解釈適用を左右するもので

はないと考えられるものであるから、いずれも採用することはできない。（３

申立人の主張⑶および⑷） 
  ⑷ 本件決定の妥当性 
    以上のことから、本件情報について、条例５条６号イに該当することを理由に

非開示とした決定は、妥当であると判断した。 
 
６ 答申に関与した委員 
  深澤 徹、深沢敏夫、伊藤松彦、樋川貞夫、市川政秀  
 
 
 


